
1

時間貸駐車場用地の貸付 

仕様書 

 

１ 趣旨 

茅ヶ崎市は、歳入の確保を目的とした暫定的な土地利用として、地方自治法第 238 条

の 5第 1 項の規定に基づく一時貸付により市有財産の利活用を推進しています。 

この度、時間貸駐車場施設を自ら整備し、貸付期間中継続して当該駐車場を運営管理

する事業（以下「駐車場事業」という。）が行える者と貸付契約を締結するため、一般競

争入札を実施するものです。 

 

２ 物件概要 

  物件の概要は、次のとおりです。詳細は、本仕様書ページ以降の物件調書等をご覧く

ださい。 

項 目 内 容 

所在地（地番） 茅ヶ崎市新栄町 5406 番 26 

貸付面積 165.22 ㎡ 

貸付用途 時間貸駐車場 

参考貸付料※１ 370,000 円/月（税抜） 

  ※１…予定価格の目安となる月額の貸付料 

 

３ 用途の指定、使用上の制限 

⑴ 指定用途 

貸付物件の用途は時間貸駐車場事業とし、原状回復が容易な「平面利用」に限定し

ます。 

⑵ 使用上の制限 

    貸付物件の使用において、建築物の建築はできません。 

⑶ 貸付物件の譲渡等の禁止 

貸付物件は、本件賃借権を譲渡等することはできません。 

 

４ 駐車場の整備条件  

⑴ 駐車場事業者の土地使用形態 

地方自治法第 238 条の５の規定に基づき、市が事業者（落札者）に対し、市有財産

を貸付ける方法（賃貸借契約）により行います。 

⑵ 貸付期間 

令和８年４月１日から令和 11年３月 31日までとし、貸付契約の更新は認めないも

のとします。 
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５ 貸付料 

貸付料は、入札によって決定した金額に消費税及び地方消費税（以下「消費税」とい

う。）相当を加算した額とし、年度ごと、契約書に記載された期限までに納入通知書によ

り納付していただきます。なお、貸付料の消費税相当分については、契約締結時点での

税率によるものとします。契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費

税率により算出した額とします。 

 

６ 必要経費 

駐車場の整備、維持管理、撤去等に要する経費負担については、次のとおりとします。 

⑴ 駐車場の整備及び撤去に要する工事費等はすべて事業者（落札者）の負担とし、そ

の方法については、市の指示に従ってください。  

⑵ 電気料についても事業者（落札者）の負担とします。 また、事業者（落札者）は、

貸付物件に係る駐車場の売上状況を年度ごとに取りまとめ、市へ売上報告書を提出す

るものとします。  

⑶ 電気工事等が必要となる場合の工事の実施及び費用負担は、事業者（落札者）の負

担とします。 

 

７ 利用上の制限 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。 

⑴ 貸付料を市が定める期限までに確実に納付すること。  

⑵ 駐車場を整備・運営する権利を第三者に譲渡等してはならない。  

⑶ 駐車料金は、標準価格（相場）を大幅に超えない適正価格とすること。 

 

８ 維持管理等 

契約期間中は、次の事項を遵守してください。  

⑴ 駐車場の整備、金銭管理など駐車場の維持管理については、事業者（落札者）が行

うこと。 

⑵ 周囲の清掃を心がけること。  

衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関

係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。  

⑶ 駐車場を整備する際には、据付面を十分に確認した上で、安全に整備すること。ま

た、整備後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。  

⑷ 駐車場の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、事業者（落札者）の責任

において速やかに対応すること。 
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９ 貸付の取り消し及び変更 

市が貸付物件を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、または、貸付の条

件に違反する行為等があると認めるときは、貸付契約の全部又は一部を解除、又は変更

することがあります。なお、市が公用若しくは公共用に供するため契約を解除する場合、

既納の貸付料のうち、未経過期間分を日割り計算により返還します。また、事業者（落

札者）が貸付条件に違反するなど事業者（落札者）の責に帰すべき理由による契約解除

や事業者（落札者）の自己都合による契約解除の場合は、既納の貸付料は返還しません。 

 

10 原状回復 

事業者（落札者）は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、賃借人の責任と

負担において自己の所有物を撤去した上で、賃貸人の指定する期日までに貸付物件を原

状回復（更地に復元）して賃貸人（市）に返還してください。ただし、契約期間満了後

も市が駐車場を継続して運営する場合、市と事業者協議の上で、施工した舗装、切下げ、

区画線は現状有姿で返還することができます。なお、原状回復に際し、事業者（落札者）

は一切の補償を市へ請求することはできません。 

 

11 入札書記載金額等 

入札書に記載する金額は、令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日までの貸付期間

における貸付料の総額（税抜）とし、入札書に記載された金額に 1.1 を乗じた金額をも

って契約金額とします。 

 

12 契約の締結 

⑴ 決定者は、速やかに市有財産借受申込書を提出してください。 

⑵ 契約書を作成次第、市より連絡します。 

⑶ 契約の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担とします。  

⑷ 貸付契約は、入札参加者名義で行います。 

⑸ 契約の締結は令和８年３月 18日までに行います。  

⑹ 契約を締結するまでの間に、落札者が指名停止又はこれに準ずる措置を受けた場合

は、原則として契約を締結しないものとします。この場合、市は一切の損害賠償の責

を負いません。 

 

13 貸付料の納付  

貸付料は、市が指定する口座に、指定する期限までに全額納入していただきます（年

度毎の納入予定）。また、既に納付した貸付料は返還いたしません。 

 

14 その他 
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  この仕様書に記載なき事項又は疑義が生じた場合には、その都度、市、事業者（落札

者）協議のうえ決定するものとします。 

 

15 問合せ先 

  茅ヶ崎市経営総務部資産経営課資産経営担当（担当：森岡・小林） 

住 所 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目 1番 1号  

電話番号 0467-81-7116 

ファクシミリ番号 0467-87-8118  

電子メール shisankeiei@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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物件調書 

所在・地番 茅ヶ崎市新栄町 5406 番 26 

地目 宅地 

地積 165.22 ㎡ 

形状 明細図のとおり 

参考価格/月 370,000 円（税抜）（参考価格はあくまでも予定価格の目安です。） 

道路幅員及び接

面状況等 

・東側は幅員約 4.7ｍ～5.7ｍの舗装道路（市道 2558 号線）に接する（建

築基準法第 42条第 1項第 1号道路） 

・南側は幅員約 6.0ｍの舗装道路（市道 2567 号線）に接する（建築基

準法第 42条第 1項第 1号道路） 

・西側は幅員約 6.0ｍの舗装道路（市道 2567 号線）に接する（建築基

準法第 42条第 1項第 1号道路） 

私道の負担等に

関する事項 

負担等

の有無 
無 負担等の内容 － 

法令等に基づく

制限 

区域区分 市街化区域 用途地域 商業地域 

建ぺい率 80％ 容積率 400％ 

高度地区の該当 第 4種高度地域（31m） 
防火地域／準防

火地域 
防火地域 

日影規制 5 時間/3 時間・4ｍ 

埋蔵文化財包蔵

地域の該当 
無 

その他の

制限 

茅ヶ崎駅北口周辺特別

景観まちづくり地区 

供給・処理施設

状況 

電気 有：接面道路配線有/東京電力㈱ 

上・下水道 未整備 

雨水 接面道路に道路側溝有/茅ヶ崎市道路管理課 

都市ガス 無：未整備 

交通 東海道線「JR茅ヶ崎」駅まで約 300m（道路距離）徒歩３分 

公共施設 茅ヶ崎市役所まで約 600m（道路距離） 

特記事項 

・現状での貸付となります。（更地） 

・当該地と道路の境は地先境界ブロックで仕切られています。 

・当該地と道路の境にフェンス（単管ﾊﾟｲﾌﾟ）が整備されています。 

・敷地南東の道路上に地域のゴミ集積場が整備されています。 

・当該地に隣接した道路上に３本の標識が整備されています。 

 ※ 物件調書は、入札に参加しようとする者が物件の概要を把握するための参考資料で

す。参加申込みを行う前に必ず現地及び諸規制についての調査確認を行って下さい。 
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案 内 図 

 

 

新栄町 5406 番 26 
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明細図①（新栄町 5406 番 26）分筆前 
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明細図➁（新栄町 5406 番 26）分筆後 
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写真（新栄町 5406 番 26） 

 南東から撮影 

 

 南西から撮影 

 

 


